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（趣 旨） 

第１条 県は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成２６

年法律第７８号）第３条第３項第３号に規定する事業を実施するため、環境

保全型農業直接支払交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農産第３８

１７号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。）に定める

環境保全型農業直接支払交付金及び日本型直接支払推進交付金交付等要綱

（令和４年４月１日付け３農振第３０２１号農林水産事務次官依命通知。以

下「国推進要綱」という。）及び日本型直接支払推進交付金実施要領（平成２

８年１月２７日付け２７生産第２８５５号農林水産省生産局長通知、農村振

興局長通知。以下「国推進要領」という。）に定める日本型直接支払推進交付

金（環境交付金）に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、市町村

に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、国交付等要綱、環境保

全型農業直接支払交付金実施要領（平成２３年４月１日付け２２生産第１０

９５４号生産局長通知。以下「国実施要領」という。）、国推進要綱、国推進

要領、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０

７号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

 

（交付の対象及び交付額） 

第２条 環境保全型農業直接支払交付金は、市町村が別表の事業の欄に掲げる



事業を行う場合に、農業者の組織する団体等（以下「農業者団体等」という。）

に対して交付金として交付するために必要な経費について市町村長に対して

交付するものとする。 

２ 日本型直接支払推進交付金（環境交付金）は、市町村が別表の事業の欄に

掲げる２の交付金に係る事業を行う場合に、この事業に要する経費について、

市町村長に対して交付するものとする。 

 

（交付金の流用の禁止） 

第３条 別表の事業の欄に掲げる１と２の交付金に係る事業の経費の相互間の

流用をしてはならない。 

 

（申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の申請書及び同条第２項第１号に規定する収支予算

書は、別記様式第１号によるものとし、その提出期限は、知事が別に定める

日とする。 

２ 規則第４条第２項第２号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。 

（１）環境保全型農業直接支払交付金交付一覧表（別記様式第５号） 

 

（交付金の交付の条件） 

第５条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、別表の

重要な変更の欄に掲げる以外の変更とする。 

２ 規則第６条第１項第５号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。 

（１）交付金等に関する法令及び国交付等要綱の定めに従うべきこと。 

（２）その他規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。 

 

（変更の承認） 

第６条 規則第６条第１項の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、

変更（中止・廃止）承認申請書（別記様式第２号）を知事に提出しなければ

ならない。 

２ 第４条第２項の規定は、前項の規定による申請について準用する。 

 

（申請を取り下げることができる期日） 

第７条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を

受理した日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

 



（概算払） 

第８条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める交付金につい

て、概算払の方法により交付金の交付をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは、

概算払請求書（別記様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第９条 市町村長は、規則第１１条の規定による事業の遂行の報告は、遂行状

況報告書（別記様式第３号）により、交付金の交付の決定があった年度の１

２月末日現在において作成し、当該年度の１月１０日までに知事に行うもの

とする。ただし、第８条による概算払請求書をもってこれに代えることがで

きるものとする。 

２ 市町村長は、事業が完了したときは、速やかに完了報告書（別記様式第７

号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告等） 

第１０条 規則第１３条の規定による実績報告は、実績報告書（別記様式第４

号）によるものとし、事業完了の日（事業廃止により知事の承認を受けた場

合においては、当該承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日、又

は交付金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日（交付金を全額概

算払により交付を受けた場合には、当該交付年度の翌年度の４月１０日）の

いずれか早い日までに行わなければならない。 

２ 規則第１３条第１項に規定する別に定める書類は、第４条第２項を準用す

る。 

３ 知事は、前項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金に係る事業の実施結果が交

付金の交付の決定の内容（第６条に基づく承認をした場合は、その承認され

た内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付

金の額を確定し、市町村長に通知する。 

 

（交付金の返還） 

第１１条 知事は、市町村長に交付すべき交付金の額を確定した場合において、

既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付

金の返還を命ずる。 

２ 前項の交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内（ただ

し、当該交付金の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合



で、かつ、本文の期限により難い場合には、交付金の額の確定の通知の日か

ら９０日以内で知事が定める日以内とすることができる。）とする。 

 

（交付金の交付の請求） 

第１２条 交付金の交付の決定の通知を受けた市町村長は、事業が完了した場

合は、交付請求書（別記様式第８号）を速やかに知事に提出しなければなら

ない。ただし、交付金の全額が概算払された場合は、この限りでない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１３条 規則第１８条第１項ただし書きに規定する別に定める期間並びに同

条同項第２号及び第３号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。 

 

財産の種類 処分の制限を受ける期間 

取得価格が１件５０万円を超える

もの 

農林畜産業関係補助金等交付規則（昭和３１

年農林省令第１８号）、第５条に規定する期間

（別表に掲げるとおり） 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第１４条 交付金の交付を受けた市町村長は、交付金の収支状況を記載した会

計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度

から起算して５年間保存しておかなければならない。 

 

（権限の委任） 

第１５条 規則及びこの要綱に基づく知事の権限であって、別表の事業に係る

ものは、所轄の農林事務所の長に委任する。 

 

（書類の経由） 

第１６条 市町村長等が、規則及びこの要綱の定めるところにより知事に提出

する書類は、所轄の農林事務所長を経由して提出しなければならない。（前条

により農林事務所長に権限を委任したものに限る。） 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度分の交付金から

適用する。 

 



 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月６日から施行し、平成２４年度分の交付金から

適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年１０月２９日から施行し、平成２５年度分の交付金

から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１５日から施行し、平成２７年度分の交付金か

ら適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月２８日から施行し、平成２８年度分の交付金か

ら適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月２日から施行し、平成３０年度分の交付金から

適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１５日から施行し、令和２年度分の交付金から適

用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月２０日から施行し、令和３年度分の交付金から適

用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の交付金から適用

する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月３日から施行し、令和５年度分の交付金から適用

する。 



 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度分の交付金から適用

する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の交付金から適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第２条、第３条、第５条、第１５条関係） 

事 業 経費の内容 交付率 重要な変更 

 

１ 環境保全

型農業直接支

払交付金 

 

 国交付等要綱別紙第

１の４に規定する活動

に要する経費に充てる

ため、市町村が農業者

団体等に対し環境保全

型農業直接支払交付金

を交付するのに要する

経費 

 

 

定額 

 

１ 交付金の増 

 

２ 交付金の３０％を超える減 

 

２ 日本型直

接支払推進交

付金（環境交付

金） 

 

市町村が国推進要綱別

紙３の第２の規定に基

づいて市町村が行う事

業に要する経費 

 

 

定額 

 


